
 

令和６年５月３０日（木） 

日進市立西小学校適正化対策検討部会 

資料１ 

日進市立西小学校適正化対策検討部会の位置付け 
 

学校規模の差異による学校間での教育環境の不均衡を是正していくため、学校の適正

規模及び適正配置を検討し、子どもたちにとってより良い教育環境の整備を図る必要が

あります。 

日進市では、日進市立小中学校適正規模等検討委員会からの提言を受け、平成２４年

８月に、「日進市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針」を策定し、適

正規模適正配置の基準及び取り組み等を定めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎担任事務： 

  市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する事項を調査審議すること 

◎職務： 

教育委員会の諮問に応じ、担任する事務について検討し意見を提出 

◎具体的な取り組み: 

適正化の対象となる学校があるかどうかなどの判定や適正化の手法等について検討 

 

「適正規模及び適正配置に関する基本方針」 

 

 

 

      

         

◎担任事務： 

検討委員会の個別事案に関する依頼に対し、調査等し報告を行う。 
 

※令和６年４月２３日に開催された令和６年度第１回日進市立小中学校適正規模等検討

委員会において、西小学校は教室数の不足が懸念されるとともに、老朽化対策の必要

がありますので、日進市教育委員会附属機関の設置に関する規則第６条に基づき、専

門の部会を立ち上げて、適正化対策について検討することとなりました。 

日進市教育委員会 

各種検討部会 

人口推計（概ね３年ごとに実施） 

答申（提言・意見） 諮問 

日進市立小中学校適正規模等検討委員会 

調査検討 

の依頼 
報告 

検討委員会で検討すべき個別事案がある場合に 

必要に応じて設置 



 

◎会議スケジュール 

 
※保護者を対象としたアンケート：第１回検討部会後・実施予定 
 
※地域住民等への説明会：検討中 
 
※第４回目以降の検討部会：必要に応じて開催 

時期 事 項 内 容 

５月３０日 第１回検討部会 

（１）委員の委嘱 

（２）正副部会長の選出 

（３）検討部会の役割と進め方 

（４）西小学校校舎における現状

と課題について 

（５）西小学校の適正化対策につ

いて 

7月下旬 第２回検討部会 西小学校の適正化対策について 

9月下旬 第３回検討部会 適正化対策の検討結果のまとめ 


